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各
会
派
の
意
見
表
明
の
後
、
採

決
し
た
と
こ
ろ
一
般
会
計
と
国

民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
下

水
道
事
業
・
受
託
水
道
事
業
の

４
特
別
会
計
は
、
賛
成
多
数
で
、

老
人
保
健
特
別
会
計
は
、
全
員

賛
成
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。

【
一
般
会
計
】

◆
総
括
質
疑

―
―
15
年
度
決
算
の
、
①
評

価
・
分
析
と
、
②
今
後
の
行
財

政
運
営
に
つ
い
て
伺
う
。

答
弁

①
実
質
収
支
は
、
14

億
円
余
り
で
、
過
去
の
蓄
積
を

取
り
崩
す
厳
し
い
決
算
と
の
評

価
が
妥
当
と
考
え
て
い
る
。
経

常
収
支
比
率
は
、
80
％
台
を
目

指
し
、
努
力
し
た
い
。
②
長
期

的
な
公
債
費
の
抑
制
は
、
起
債

そ
の
も
の
の
抑
制
が
前
提
と
の

平
成
15
年
度
一
般
会
計
お
よ

び
５
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

は
、
12
名
の
委
員
に
よ
る
決
算

特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
篠
宮

正
明
委
員
長
（
自
民
・
市
民
ク

ラ
ブ
）
、
仲
隆
広
副
委
員
長

（
公
明
党
）
の
も
と
で
、
11
月

９
日
・
10
日
・
11
日
の
３
日
間

に
わ
た
り
慎
重
に
審
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

審
査
は
、
会
派
代
表
に
よ
る

総
括
質
疑
、
予
算
科
目
別
の
質

疑
（
款
別
審
査
）
の
後
、
採
決

し
、
一
般
会
計
と
国
民
健
康
保

険
・
介
護
保
険
の
２
特
別
会
計

は
、
賛
成
多
数
で
、
老
人
保

健
・
下
水
道
事
業
・
受
託
水
道

事
業
の
３
特
別
会
計
は
、
全
員

賛
成
で
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。

12
月
２
日
の
本
会
議
で
は
、

東
久
留
米
市
公
の
施
設
の
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に

関
す
る
条
例
は
、
12
月
13
日
の

総
務
委
員
会
で
審
査
さ
れ
ま
し

た
。
委
員
会
で
は
、
質
疑
の
後
、

委
員
か
ら
修
正
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
が
、
賛
成
少
数
で
否
決
。

続
い
て
、
原
案
を
採
決
し
た
と

こ
ろ
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。
12
月
21
日
の
本
会
議
に

お
い
て
も
、
同
内
容
の
修
正
案

は
、
賛
成
少
数
で
否
決
。
原
案

は
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。本

案
は
、
平
成
15
年
６
月
に

地
方
自
治
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
指
定
管
理
者
の
制
度
が
創

設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市

の
公
の
施
設
に
つ
い
て
同
管
理

者
の
指
定
の
手
続
き
、
管
理
の

基
準
、
業
務
の
範
囲
な
ど
必
要

事
項
を
定
め
る
と
い
う
も
の
で

す
。

【
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
】

―
―
候
補
者
選
定
で
、
公
募

と
公
募
で
な
い
場
合
の
違
い
は
。

学校週５日制対応事業　ケーキづくり

答
弁

公
募
に
よ
ら
な
い
選

定
等
は
例
外
規
定
で
あ
る
が
、

ど
ち
ら
も
議
会
の
議
決
が
必
要
。

―
―
株
式
会
社
も
候
補
者
と

し
て
想
定
し
得
る
の
か
。

答
弁

当
該
施
設
の
目
的
達

成
の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
運
営

す
る
体
力
を
持
つ
な
ど
の
判
断

が
で
き
れ
ば
、
当
然
、
対
象
に

成
り
得
る
。

―
―
制
度
導
入
に
よ
り
、
施

設
本
来
の
設
置
目
的
と
変
わ
る

こ
と
は
な
い
か
。

答
弁

変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

当
該
施
設
の
効
用
を
最
大
限
に

発
揮
す
る
方
向
に
も
っ
て
い
く

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
制
度

の
目
的
で
あ
る
。

否
決
と
な
っ
た
　
　
　
　

修
正
案
の
内
容

º
候
補
者
選
定
時
に
本
市
の
基

本
計
画
等
と
の
整
合
性
を
勘

案
す
る
旨
等
の
追
加
。

º
協
定
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、

指
定
期
間
に
関
す
る
事
項
等

の
追
加
。

東
久
留
米
市
議
会
議
員
に
支

給
す
る
期
末
手
当
の
特
例
に
関

す
る
条
例
は
、
議
員
提
出
議
案

と
し
て
12
月
２
日
の
本
会
議
に

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

本
案
は
、
提
案
者
を
含
め
た

６
人
の
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
、

「
本
市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を

踏
ま
え
、
市
議
会
議
員
と
し
て

の
姿
勢
を
明
確
に
す
る
た
め
」

と
い
う
理
由
に
よ
り
、
12
月
に

支
給
す
る
期
末
手
当
を
０
・
６

カ
月
減
額
し
、
２
・
４
カ
月
と

す
る
も
の
で
、
平
成
16
年
12
月

12
月
21
日
の
本
会
議
最
終
日

に
、
欠
員
が
生
じ
て
い
た
東
久

留
米
市
教
育
委
員
会
委
員
の
人

事
案
件
が
提
出
さ
れ
、
全
員
賛

成
で
榎
本
　
司
氏
（
76
歳
）
の

任
命
に
同
意
し
ま
し
た
。

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
は
、
12
月
13
日
の
総
務
委
員

会
で
審
査
さ
れ
、
12
月
21
日
の

本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

本
条
例
案
は
、
当
初
、
議
案

第
45
号
と
し
て
上
程
さ
れ
ま
し

た
が
、
条
例
案
の
一
部
に
不
備

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例

案
を
撤
回
し
、
新
た
に
議
案
第

55
号
と
し
て
上
程
さ
れ
た
議
案

で
あ
り
ま
す
。

改
正
内
容
は
、
東
久
留
米
市

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の

答
申
を
踏
ま
え
、
17
年
度
以
降

の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、

医
療
分
は
、
被
保
険
者
に
係
る

所
得
割
税
率
を
改
め
、
介
護
分

に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
に
係

る
所
得
割
税
率
、
被
保
険
者
均

等
割
額
・
世
帯
別
平
等
割
額
を

改
め
る
も
の
で
す
。

【
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
】

―
―
今
後
も
引
き
続
き
応
能

（
所
得
割
額
・
資
産
割
額
）
・

応
益（
均
等
割
額
・
平
等
割
額
）

割
合
を
55
対
45
と
す
る
改
定
を

し
て
い
く
の
か
。

答
弁

15
年
12
月
の
議
決
で
、

応
能
・
応
益
割
合
を
55
対
45
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
７
割
・
５

割
・
２
割
（
課
税
対
象
所
得
に

よ
る
軽
減
割
合
）
の
軽
減
が
可

能
と
な
っ
た
。
軽
減
分
は
、
保

険
基
盤
安
定
負
担
金
で
見
込
め

る
。
基
本
的
に
は
、
こ
の
割
合

を
念
頭
に
置
き
、
国
保
運
営
を

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

―
―
こ
れ
か
ら
毎
年
値
上
げ

を
し
て
い
く
考
え
か
。

答
弁

保
険
者
と
し
て
、
国

保
財
政
の
安
定
し
た
運
営
を
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
中
、
被
保

険
者
の
負
担
を
考
慮
し
な
が
ら

市
も
努
力
し
、
国
に
制
度
的
充

実
を
求
め
て
い
き
た
い
。

委
員
か
ら
の
要
望
・
意
見

º
16
年
度
決
算
検
証
後
に
応
能

・
応
益
割
合
の
改
定
を
す
る

べ
き
で
あ
る
。

º
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
へ
の

取
り
組
み
を
求
め
る
。

31
日
限
り
で
そ
の
効
力
を
失
う

と
い
う
も
の
で
す
。
採
決
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
16
年
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
２
日
か
ら
21
日
の
20
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
閉
会
中
の
特
別
委
員
会
で
審
査
さ
れ
た
平
成
15
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
国
民

健
康
保
険
・
老
人
保
健
・
介
護
保
険
・
下
水
道
事
業
・
受
託
水
道
事
業
の
５
特
別
会
計
の
歳
入
歳

出
決
算
を
審
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
認
定
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
市
長
提
出
議
案
15
件
、
議
員
提
出
議

案
29
件
（
意
見
書
案
25
件
・
決
議
案
１
件
含
む
）
、
請
願
４
件
、
陳
情
45
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

（
結
果
は
、
４
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

視
点
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

―
―
18
年
度
に
お
い
て
財
政

調
整
基
金
に
依
存
し
な
い
市
政

運
営
は
で
き
る
の
か
。

答
弁

目
的
達
成
に
向
け
て

の
環
境
は
、
よ
り
厳
し
く
、
財

政
危
機
の
深
刻
度
は
増
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
準
備
し
て
き

た
改
革
に
向
け
て
の
手
段
を
す

べ
て
用
い
て
、
是
が
非
で
も
実

現
し
て
い
き
た
い
。

―
―
17
年
度
に
構
造
改
革
を

行
う
具
体
的
な
事
務
事
業
と
は
。

答
弁

庁
内
挙
げ
て
の
検
討

の
結
果
、
800
に
上
る
事
務
事
業

の
う
ち
、
334
の
事
業
は
、
コ
ス

ト
削
減
の
手
段
を
講
じ
る
。
こ

の
う
ち
、
142
件
が
構
造
改
革
に

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る

が
、
具
体
的
項
目
は
、
予
算
編

成
の
中
で
示
す
こ
と
に
な
り
、

現
時
点
で
は
示
せ
な
い
。

◆
款
別
審
査

―
―
保
育
行
政
に
関
し
、
①

15
年
度
か
ら
本
格
実
施
の
延
長

保
育
の
実
情
、
②
公
立
保
育
園

の
民
営
化
計
画
を
伺
う
。

答
弁

①
公
立
保
育
園
３
園

の
年
間
の
延
長
保
育
に
か
か
わ

る
事
業
費
は
、
770
万
円
ほ
ど
で
、

国
か
ら
４
分
の
２
、
東
京
都
か

ら
４
分
の
１
の
補
助
、
利
用
者

負
担
が
120
万
円
、
市
負
担
が
160

万
円
。
利
用
者
は
、
３
園
で
１

日
27
人
。
②
２
園
目
以
降
の
計

画
を
後
期
基
本
計
画
に
載
せ
る

べ
く
検
討
。
施
設
の
老
朽
度
合

い
な
ど
勘
案
し
一
定
数
の
園
の

民
営
化
を
進
め
た
い
。

―
―
家
庭
ゴ
ミ
有
料
化
の
考

え
は
。

答
弁

現
在
、
市
内
部
で
収

集
の
あ
り
方
を
基
本
に
検
討
中
。

一
定
の
成
案
が
で
き
た
段
階
で

廃
棄
物
減
量
等
審
議
会
の
意
見

等
を
伺
い
な
が
ら
、
18
年
度
中

に
は
実
現
し
て
い
き
た
い
。

―
―
都
市
計
画
道
路
東
３
・

４
・
20
号
線
の
整
備
計
画
は
。

答
弁

上
の
原
団
地
の
建
て

替
え
等
を
見
据
え
て
調
査
し
、

20
年
度
以
降
、
都
市
再
生
機
構

の
住
宅
支
援
総
合
事
業
を
活
用

し
つ
つ
、
国
費
を
受
け
、
事
業

を
進
め
た
い
。

―
―
市
立
幼
稚
園
の
あ
り
方

検
討
委
員
会
報
告
を
受
け
て
の

今
後
の
対
応
は
。

答
弁

広
報
で
市
民
に
周
知

す
る
と
と
も
に
全
文
を
公
開
し
、

市
民
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
最

終
的
判
断
を
す
る
。
市
立
幼
稚

園
の
運
営
主
体
で
あ
る
教
育
委

員
会
と
の
協
議
も
平
行
し
て
進

め
て
い
く
。
意
見
を
い
つ
伺
う

か
な
ど
は
、
今
後
検
討
し
た
い
。

市
議
会
議
員
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給
す
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手
当
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を
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決

市
議
会
議
員
に
支
給
す
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